
1�平成 22 年度　広報おおさき　9 月号

みんなで支える介護保険　No93
■問い合わせ　保健福祉課　介護保険係　☎476-1111（136）

大崎町の医療費
■問い合わせ　保健福祉課　国民健康保険係　☎476-1111（135）

区　　　分 診　療　年　月
国民健康保険

一　　般　　分 退　職　者　分 合　　　　　計

被保険者数
平成 22 年 4 月 5,003 人 259 人 5,262 人
平成 21 年 4 月 5,216 人 221 人 5,437 人

医療費総額
平成 22 年 4 月 133,836,663 円 4,982,205 円 138,818,868 円
平成 21 年 4 月 139,482,684 円 4,657,042 円 144,139,726 円

一 人 当 た り
医 療 費

平成 22 年 4 月 26,751 円 19,236 円 26,381 円
平成 21 年 4 月 26,741 円 21,073 円 26,511 円

平成２2年度	 	 	 　

国保

介護

第 1 号被保険者（６５歳以上の人） 4,778 人 平成 22 年 6 月
末日現在要介護（支援）認定者 842 人

給
付
実
績

在宅介護サービス費  32,853,636 円
平成 22 年 5 月

の給付実績
施設介護サービス費  51,256,422 円
その他（介護予防サービス費も含む）  26,430,115 円
介護サービス費　　　合計 110,540,173 円

介護保険事業の実績についての報告（利用者の１割負担を除いた大崎町の支払い分）

◆　介護保険料の本徴収について
　10月から本徴収が始まります。
　65 歳以上の方の介護保険料は，年額を 6回に分けて納めていただいております。納期（納めていた
だく時期）は 4月・6月・8月を仮徴収期間，10 月・12 月・2月を本徴収期間として納期を設けています。

※本徴収は，前年の所得をもとに算定した保険料から
　仮徴収分を差し引いた金額です。
（『年間保険料－仮徴収合計額』を３回に分けて徴収）

●保険料を仮徴収と本徴収に分ける理由は
　前年中の所得が確定する 6月以降に年間の保険料を算定しますが，
その後に徴収することになれば，１期あたりの負担が重くなって
しまうために，仮徴収期間を設定しています。

●大崎町の介護保険事業の報告

まちからのお知らせ，生活に関する制度について ホットライン

前年度 当年度

１０月 １２月 ２月 ４月
（第1期）

６月
（第２期）

８月
（第３期）

１０月
（第４期）

１２月
（第５期）

２月
（第６期）

本徴収 仮徴収期間 本徴収期間

社会福祉係からのお知らせ
■問い合わせ　保健福祉課　社会福祉係　☎476-1111（144）

　鹿児島県母子寡婦福祉連合会は，母子寡婦家庭の生活上の問題について無料出張相談を実施します。
【日　時】　平成２２年９月２９日（水）
　　　　　　９時３０分〜１０時３０分
【場　所】　大崎町老人福祉センター
【講　師】　小屋健二司法書士

福祉




